
令和８年３月１８日に「職場における熱中症防止のためのガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）が策定・公
表され、熱中症リスクに応じて、ガイドラインに示された具体的な措置を選択して取り組む事項の一つに、管理者、
職長及び作業従事者に対して、熱中症に係る労働衛生教育を行うこととされました。
当支部では、これまで「建設業等における熱中症予防指導員・管理者研修」及び「建設業等における作業者のた
めの熱中症予防教育」を実施してきましたが、ガイドラインにおいて職長等に対する教育が新たに明示されたこと

から、新たに下記カリキュラムにて「熱中症予防職長・安全衛生責任者研修」を実施いたします。

熱中症予防職長・安全衛生責任者研修

科目 範囲 時間

１．熱中症の症状 ・熱中症の概要
・職場における熱中症の特徴
・熱中症が発生する仕組みと症状

１０分

２．熱中症の予防方法 ・作業環境管理（暑さ指数（WBGT）の低減、
  休憩場所の整備等）
・作業管理（作業時間の短縮、暑熱順化、
水分及び塩分の摂取、服装、作業中の巡視等）
・健康管理（健康診断結果に基づく対応、日常の
健康管理、作業従事者の健康状態の確認、身体の
状況の確認等）
・熱中症予防対策事例

２５分

３．緊急時の救急措置

・報告体制の整備及び周知
・手順等の作成及び周知
・緊急時の救急措置

１０分

４．熱中症の事例 ・熱中症の災害事例 １０分

５．関係法令 ・熱中症の関係法令等 ５分

合 計 １時間

カリキュラム概要

お申し込みはこちらから https://www.y-kenkyo.or.jp/ksbms/

受講料
建災防山梨県支部会員 非会員

¥4,400 ¥6,400
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